














 

 

② 令和 5 年度 受講申し込み資格 

下記要件を満たしていることが、今年度の受講申し込み資格となります。 

受講資格の有無については、各厚生局へお問合せ下さい。また、継続研修受講が必須の

方を優先しますので 2年連続の継続研修受講は出来ません。 

 

【初回研修の精神保健判定医】 

次のいずれにも該当していること 

1) 令和 4 年度末時点で、精神保健指定医として 5 年以上指定されていること 

2) 令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3月 31 日までの間に措置診療実績があること 

【継続研修の精神保健判定医】 

次のいずれにも該当していること 

1) 継続して精神保健指定医であること 

2) 令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3月 31 日までの間に措置診療実績があること 

3) 令和 2 年度受講者で、令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に 

精神保健審判員として審判業務を行っていない方 

4) 令和 2 年度受講者で、令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に 

鑑定医として鑑定業務を行っていない方 

※ 令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に、審判業務か鑑定業務を行って

いる方は、継続研修を受講する必要はありません（2 年以上にわたり審判/鑑定業務

を行っていない場合は受講年度に関わらず継続研修の受講が必要です） 

 

【初回研修の精神保健参与員】 

次のいずれにも該当していること 

1) 既に精神保健福祉士の資格を有していること 

2) 令和4年度末時点で精神保健福祉士法による相談援助業務に5年以上従事していること 

【継続研修の精神保健参与員】 

1) 令和 2 年度受講者で、令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に 

精神保健参与員として審判業務に関与していない方 

※ 令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に審判業務に関与した方は、継続

研修を受講する必要はありません（2 年以上にわたり審判/鑑定業務を行っていない

場合は受講年度に関わらず継続研修の受講が必要です） 

 

③ 受講料 

 全受講者の受講料 及び 教材費は無料です。 
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